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北
京
で
開
催
さ
れ

た
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン

大
会
で
、
人
型
ロ
ボ

ッ
ト
が
人
間
の
記
録

を
超
え
た
。
こ
の
ロ

ボ
ッ
ト
の
走
る
姿
が
、
武
器
を
背

負
っ
て
走
る
戦
闘
ロ
ボ
ッ
ト
に
重

な
っ
て
見
え
た
と
い
う
新
聞
の
読

者
投
稿
が
あ
っ
た
▼
地
上
戦
に
な

れ
ば
こ
の
よ
う
な
ロ
ボ
ッ
ト
同
士

の
戦
闘
が
現
実
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
実
際
の
戦
争
は
Ａ
Ｉ
の

能
力
に
左
右
さ
れ
る
ら
し
い
。
今

回
の
イ
ラ
ン
攻
撃
に
は
こ
れ
ま
で

と
異
な
る
次
元
の
進
化
し
た
Ａ
Ｉ

シ
ス
テ
ム
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。
イ
ラ
ン
は
、
自
国
へ
の
攻

撃
に
米
国
の
Ｉ
Ｔ
・
Ａ
Ｉ
企
業
が

主
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

し
て
、
中
東
に
あ
る
ア
マ
ゾ
ン
の

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
を
攻
撃
し
た
▼

お
り
し
も
、
ア
ン
ソ
ロ
ピ
ッ
ク
社

の
新
型
Ａ
Ｉ
「
ク
ロ
ー
ド
・
ミ
ト

ス
」
は
性
能
が
危
険
な
ほ
ど
高
く

悪
用
時
の
被
害
が
計
り
し
れ
な
い

と
一
般
公
開
が
見
送
ら
れ
た
が
、

す
で
に
Ａ
Ｉ
は
ツ
ー
ル
で
は
な
く

「
意
思
決
定
と
行
動
の
主
体
」
に

な
り
う
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
日

本
で
も
高
市
政
権
が
危
機
管
理
投

資
と
し
て
多
く
の
Ａ
Ｉ
企
業
を
含

む
17
分
野
を
指
定
し
た
▼
大
学
も

交
付
金
を
減
ら
さ
れ
る
中
、
高
額

な
研
究
費
を
提
示
す
る
安
全
保
障

技
術
研
究
推
進
制
度
に
応
募
せ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
が
作
ら
れ
て
い

る
。
昨
年
度
の
応
募
は
過
去
最
多

の
１
２
３
３
件
あ
っ
た
が
今
年
度

は
さ
ら
な
る
規
模
拡
大
が
予
算
化

さ
れ
て
い
る
▼
米
国
で
は

「ChatGPT

を
解
約
し
よ
う
！
」

と
い
う
デ
モ
が
起
こ
っ
て
い
る
。

自
分
た
ち
がOpenAI

社
に
支
払

っ
た
サ
ブ
ス
ク
料
金
が
戦
争
に
使

用
さ
れ
、
結
果
的
に
戦
争
に
加
担

し
て
い
る
こ
と
か
らChatGPT

を

解
約
し
よ
う
と
い
う
運
動
だ
。
ま

さ
に
、
軍
拡
は
Ａ
Ｉ
か
ら
始
ま
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い （
九
）

２０２６年(令和８年)５月２５日(毎月３回５・15・25日発行) 第２１３３号（１）

2133
2026年 5月25日

研
面
究

今 　 号 　の　記　事今 　 号 　の　記　事
主張「平和国家としての信頼失う
　　　武器輸出の解禁」

新点数Q&A〈医科・歯科〉

２面

４面

６面歯科定例研究会より
「世界最先端の歯髄保存」

　

協
会
は
５
月
17
日
、
協
会
会
議
室
で
第
１
０
７
回
評
議
員
会
を
開

催
。
評
議
員
ら
86
人
が
参
加
し
、
25
年
度
会
務
報
告
と
26
年
度
活
動

方
針
案
・
予
算
案
を
承
認
し
、「
命
と
健
康
を
守
る
立
場
か
ら
、
医

療
の
切
り
捨
て
と
戦
争
へ
の
道
に
断
固
と
し
て
反
対
す
る
」
な
ど
と

す
る
決
議
を
拍
手
で
承
認
し
た
。
特
別
講
演
は
「
患
者
へ
の
『
応
能

負
担
』
が
生
み
出
す
も
の
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
立
教
大
学
経
済
学

部
教
授
の
安
藤
道
人
氏
が
講
演
。
政
府
の
進
め
る
高
額
療
養
費
制
度

改
悪
は
不
健
康
な
層
へ
負
担
を
シ
フ
ト
す
る
内
容
で
あ
る
と
問
題
点

を
指
摘
し
た
。

　

西
山
裕
康
理
事
長
は
あ
い
さ
つ

で
、「
医
療
現
場
は
、
長
年
の
低

診
療
報
酬
政
策
に
加
え
、
急
激
な

物
価
高
騰
・
人
件
費
の
高
騰
と
人

手
不
足
、
国
際
情
勢
に
起
因
す
る

供
給
不
足
が
同
時
多
発
的
に
押
し

寄
せ
る
、
地
域
医
療
を
揺
る
が
す

深
刻
な
『
複
合
的
危
機
』
に
直
面

し
て
い
る
。
診
療
報
酬
改
定
は
、

プ
ラ
ス
２
・
22
％
と
さ
れ
た
が
、

医
療
機
関
の
経
営
改
善
に
は
到
底

及
ば
な
い
」
と
医
療
現
場
の
危
機

を
提
起
し
、「
一
人
で
は
変
え
ら

れ
ず
と
も
、
現
場
の
声
を
束
ね
て

連
帯
す
る
こ
と
で
、
必
ず
押
し
戻

す
こ
と
が
で
き
る
」
と
医
療
政
策

の
転
換
が
必
要
と
訴
え
た
。

　

武
村
義
人
副
理
事
長
が
25
年
度

会
務
報
告
を
行
い
、
26
年
度
活
動

方
針
と
し
て
「
高
市
政
権
の
急
速

な
軍
事
費
倍
増
、
医
療
社
会
保
障

の
い
っ
そ
う
の
削
減
な
ど
軍
事
国

家
化
へ
の
急
速
な
展
開
に
対
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
行
動
を
通
じ
て
路
線

転
換
の
世
論
を
高
め
る
こ
と
、

『
頼
り
に
な
り
、
役
立
つ
協
会
』

と
な
る
よ
う
努
め
、
広
範
な
国
民

・
団
体
と
共
同
し
て
活
動
を
進
め

る
こ
と
」
な
ど
を
提
案
し
た
。

　

討
論
で
は
、
一
部
保
険
外
療
養

の
対
象
が
「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
」
か

ら
際
限
な
く
拡
大
さ
れ
る
危
険
性

や
、
今
次
診
療
報
酬
改
定
の
問
題

点
、
子
ど
も
医
療
費
有
料
化
の
動

き
へ
の
懸
念
、
各
支
部
の
多
彩
な

活
動
な
ど
、
18
人
が
発
言
し
た
。

特
別
講
演

患
者
に
負
担
押
し
付
け
る

高
額
療
養
費
改
悪

　

特
別
講
演
で
安
藤
氏
は
、
今
年

８
月
か
ら
の
実
施
が
決
ま
っ
た
高

額
療
養
費
制
度
の
見
直
し
案
に
つ

い
て
、
患
者
の
自
己
負
担
は
す
で

に
治
療
の
断
念
や
家
計
破
綻
を
生

む
ほ
ど
重
い
こ
と
、
税
や
保
険
料

で
す
で
に
負
担
し
て
い
る
上
で
の

自
己
負
担
へ
の
「
応
能
負
担
」
と

な
る
こ
と
、
保
険
料
引
き
下
げ
の

た
め
の
患
者
負
担
増
は
健
康
な
層

か
ら
不
健
康
な
層
へ
の
コ
ス
ト
シ

フ
テ
ィ
ン
グ
で
あ
る
こ
と
等
問
題

点
を
指
摘
。
能
力
に
応
じ
た
税
・

保
険
料
負
担
と
必
要
に
応
じ
た
社

会
保
障
給
付
と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
社
会
保
障
哲
学
に
回
帰
す

べ
き
で
は
な
い
か
と
提
起
し
た
。

（上）低医療費政策の転換などを訴える決議を拍手で採択した
（左上）特別講演で高額療養費制度の患者負担増の問題点を解説した安藤教授

兵庫県保険医協会　第58回総会兵庫県保険医協会　第58回総会

お問い合わせ・お申し込みは、☎078－393－1817まで

日　時　６月21日（日）13時30分～　　会　場　協会会議室

・13時30分～　総会議事
・15時20分～　記念講演

「細胞から老化を科学する
 －加齢性疾患の新しい見方と治療への期待－」
講　師　大阪大学 微生物病研究所 分子生物学分野　教授　原　英二先生

　なぜ人は年をとるにつれて病気になりやすくなるのでし
ょうか。近年の分子細胞生物学の研究から、その一つの答
えとして「細胞老化」という現象が注目されています。
　細胞老化とは、傷ついたり過剰なストレスにさらされた
りした結果、細胞分裂を永久に停止した状態のことです。
こうした細胞（老化細胞）は加齢とともに体内に蓄積し、
炎症性物質を分泌することで周囲の組織を傷め、がんを含
めた様々な加齢性疾患の発症を促進することが分かってき

ました。このため、現在、老化細胞を選択的に除去する薬剤（セノリティッ
ク薬）の開発が世界中で進んでいます。
　しかし一方で、老化細胞の中には組織の恒常性維持に重要な働きをするも
のも存在し、一律の除去は必ずしも有益でない可能性も示唆されるようにな
ってきています。本講演では、細胞老化の仕組みと体内での役割について紹
介するとともに、セノリティック治療の現状と課題についてもお話ししま
す。 【原　英二　記】

　 　　　　 第107回評議員会を開催 　 　　　　

医療の切り捨て止めよう

　下記の施設基準については、現在届け出て算定している医療機関におい
ても、改定後の算定に当たっては再度届出を行うことが必要です。また、
下記の他にも届出が必要な施設基準はありますので、自院の届出状況に応
じご対応ください。
　新点数に係る６月算定開始の届出受付は、６月１日まで（オンラインに
よる届出の受付は５月25日から）とされています。

【医科】在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料は再届
出不要になりました
　５／１の訂正通知により、すべての届出医療機関での再届出は不要と取
り扱いが変更されました。ただし、月２回以上訪問診療を行う患者のう
ち、重症患者等の割合が２割以上とする新設の施設基準に該当する場合は
届出が必要です。

【医科・歯科】ベースアップ評価料
　外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）のみ　　⇒別添２、様式95
　外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）と（Ⅱ）⇒別添２、様式95・96
　外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）と入院ベースアップ評価料
 ⇒別添２、様式95・97・98
※ 2026年３月末までのベースアップ評価料の算定実績がなく、継続的に賃

上げに取り組む医療機関として注５の届出を行う場合には様式98もあわ
せて必要です。

【医科・歯科】電子的診療情報連携体制整備加算　
 ⇒別添７、様式１の６
※ 現在、医療DX推進体制整備加算を算定している医療機関も新たな届出

が必要です。

【歯科】歯科点数表の初診料の注１（歯初診）は再届出不要です
　ただし、４年に１回以上の研修で追加された研修項目「抗菌薬の適正
使用」を含む研修を受講して受講証を保存してください。 

　届出様式は近畿厚生局のホームページからダウンロードしてください
　https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/shitei_
kijun/kaitei_r08t.html

６月以降の算定にあたり
５月中に再届出 が必要な施設基準

医科『保険診療便覧』医科『保険診療便覧』
2026年改訂版を６月初旬に１冊無料でお届
け予定です
追加注文も受付中（１冊税込４千円・送料別）
追加注文は、☎078－393－1840
　　　　　　FAX078－393－1820まで

『歯科保険診療の研究』『歯科保険診療の研究』
2026年６月版2026年６月版

『歯科点数早見表』『歯科点数早見表』

６月下旬に１冊無料でお届け予定です

月刊保団連６月号に同封し６月中旬にお届
け予定です
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高
市
政
権
は
４

月
21
日
、
こ
れ
ま

で
武
器
輸
出
の
目

的
を
「
救
難
・
輸

送
・
警
戒
・
監
視

・
掃
海
」
に
限
っ
て
い
た
「
５

類
型
」
の
制
限
を
撤
廃
し
、
殺

傷
能
力
の
あ
る
兵
器
を
事
実
上

自
由
に
輸
出
で
き
る
方
向
に
道

を
開
い
た
。

　

日
本
は
こ
れ
ま
で
「
平
和
国

家
」
と
し
て
国
際
的
に
も
認
識

さ
れ
、
そ
の
地
位
を
築
い
て
き

た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
礎
と
な
っ

て
い
る
の
が
「
日
本
国
憲
法
」

で
あ
り
、
と
り
わ
け
戦
力
の
所

持
を
放
棄
し
、
今
後
永
久
に

「
戦
争
を
し
な
い
国
家
」
と
し

て
の
決
意
を
表
明
し
た
第
９
条

で
あ
る
。

　

殺
傷
能
力
を
持
つ
武
器
の
輸

出
は
、
そ
の
武
器
で
殺
傷
さ
れ

る
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
お
り
、
間
接
的
な
戦

争
へ
の
加
担
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
、
今
回
の
「
武
器
輸
出

解
禁
」
は
ま
さ
に
こ
の
憲
法
第

９
条
の
精
神
に
反
し
た
行
為
で

あ
る
。
麻
薬
や
覚
せ
い
剤
を
例

に
と
っ
て
も
、
所
持
や
使
用
す

る
者
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
売

人
」
も
罪
に
問
わ
れ
る
の
と
同

じ
論
理
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
売

人
」
の
方
が
重
罪
を
課
せ
ら
れ

る
場
合
も
あ
る
と
聞
く
。

　

さ
ら
に
、
も
し
今
後
、
日
本

に
お
け
る
武
器
輸
出
が
進
め

ば
、
そ
れ
が
利
潤
を
生
み
だ
す

「
産
業
」
と
な
り
、
利
益
追
求

の
た
め
に
継
続
的
な
軍
備
需
要

を
求
め
る
と
い
う
構
造
を
生
み

出
す
だ
ろ
う
。

　

結
果
と
し
て
、
政
治
が
軍
事

産
業
の
影
響
を
受
け
や
す
く
な

り
、
平
和
よ
り
も
世
界
の
軍
事

拡
大
競
争
に
貢
献
す
る
国
家
へ

と
変
質
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
戦
争
の
惨
禍
を
経
験
し

た
日
本
が
、
本
来
避
け
る
べ
き

道
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
回
の
武
器
輸
出
解
禁
に
よ

り
、
現
在
の
日
本
は
「
殺
傷
能

力
を
持
つ
武
器
を
販
売
す
る
平

和
国
家
」
と
い
う
、
明
ら
か
に

ナ
ン
セ
ン
ス
な
状
況
に
陥
っ
て

お
り
、
ひ
い
て
は
国
際
社
会
か

ら
も
、
こ
れ
ま
で
日
本
が
平
和

国
家
と
し
て
勝
ち
得
て
き
た
信

頼
を
失
う
で
あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
日
本
の
今
後

進
む
べ
き
道
は
、
武
器
輸
出
解

禁
を
安
易
に
進
め
る
の
で
は
な

く
、
平
和
憲
法
の
理
念
を
再
確

認
し
、
外
交
・
国
際
協
力
を
中

心
と
し
た
安
全
保
障
を
追
求
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
軍
事

力
」
に
頼
る
抑
止
で
は
な
く
平

和
を
築
く
努
力
こ
そ
が
、
今
後

の
日
本
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
だ

と
考
え
る
。

◇
出
席

24
人

◇
情
勢　

中
東
情
勢
の
緊
迫
化
を

背
景
に
、
医
薬
品
原
料
や
医
療
機

器
、
デ
ィ
ス
ポ
製
品
な
ど
医
療
物

資
の
供
給
不
安
が
懸
念
さ
れ
て
い

る
。
全
国
保
険
医
団
体
連
合
会

も
、
人
工
透
析
機
器
や
手
術
器
具

な
ど
の
供
給
遅
延
や
価
格
高
騰
が

医
療
現
場
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
を
指
摘
し
て
い
る
。

◇
医
療
運
動　

日
本
共
産
党
国
会

議
員
団
近
畿
事
務
所
と
の
懇
談

（
４
／
８
）
に
つ
い
て
「
中
東
情

勢
の
悪
化
に
よ
る
医
薬
品
供
給
不

足
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の

内
容
が
報
告
さ
れ
た
。

◇
医
療
活
動
「
26
年
度
診
療
報
酬

改
定
対
策
」
に
つ
い
て
、
ⅰ
）
改

定
情
報
は
協
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の

特
設
ペ
ー
ジ
に
順
次
掲
載
す
る
こ

と
、
ⅱ
）「
兵
庫
保
険
医
新
聞
」

（
３
／
25
付
）
に
「
診
療
報
酬
改

定
の
要
点
（
医
科
・
歯
科
）」
を

掲
載
し
、
今
回
改
定
が
医
療
機
関

の
深
刻
な
経
営
危
機
打
開
に
は
不

十
分
で
あ
る
旨
を
掲
載
し
た
こ

と
、
ⅲ
）
診
療
報
酬
改
定
研
究
会

（
医
科
）
を
県
下
11
会
場
で
15
回

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
開
催
中
で
あ

る
こ
と
等
が
報
告
さ
れ
た
。

◇
国
際
部　

「
ヘ
イ
ト
に
Ｎ
Ｏ
！

全
国
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
へ
の
協
力

に
つ
い
て
、
団
体
賛
同
お
よ
び
賛

同
金
の
拠
出
、
署
名
活
動
や
各
地

で
の
共
同
行
動
へ
の
参
加
に
応
じ

る
こ
と
が
了
承
さ
れ
た
。
背
景
と

し
て
、
国
内
に
お
け
る
外
国
人
に

対
す
る
差
別
や
排
外
的
言
動
の
拡

大
、
制
度
面
で
の
不
利
益
の
強
化

な
ど
の
状
況
が
あ
る
。
市
民
公
開

学
習
会
「
日
本
の
移
民
政
策

（
仮
）」（
７
／
12
）
を
開
催
予
定

で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

（
４
月
11
日　

理
事
会
よ
り
）

リーガル
コラム
vol.11

平
和
国
家
と
し
て
の
信
頼
失
う

武
器
輸
出
の
解
禁

　

今
期
も
、
半
年
間
の
「
聴
く
医

療
」
の
放
送
を
無
事
終
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

身
近
な
病
気
の
解
説
か
ら
、
弱

者
の
立
場
に
立
っ
た
医
療
の
問
題

提
起
ま
で
、
幅
広
い
テ
ー
マ
を
、

バ
ラ
ン
ス
良
く
発
信
で
き
た
と
思

い
ま
す
。

　

特
に
印
象
に
残
っ
た
も
の
と
し

て
は
、「
過
眠
症
・
ナ
ル
コ
レ
プ

　

協
会
が
毎
年
10
月
〜
３
月
に
提
供
す
る
ラ
ジ
オ
関
西
番
組
「
兵
庫

県
保
険
医
協
会
の
聴
く
医
療
」。
今
期
も
役
員
・
会
員
ら
合
わ
せ
て

26
人
が
出
演
し
、
医
療
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
を
お
届
け
し

た
。
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
務
め
た
、
元
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
で
医

療
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
も
あ
る
寺
谷
一
紀
さ
ん
に
全
26
回
の
放
送
を

振
り
返
っ
て
も
ら
っ
た
。

シ
ー
」
と
「
む
ず
む
ず
脚
症
候

群
」
は
、
医
療
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

と
し
て
も
な
か
な
か
知
る
機
会
が

な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
と
て
も

勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

　

リ
ス
ナ
ー
さ
ん
の
立
場
で
考
え

れ
ば
、「
睡
眠
時
無
呼
吸
症
候

群
」
に
つ
い
て
、
歯
科
の
先
生
と

医
科
の
先
生
の
両
方
の
立
場
か

ら
、
最
新
の
治
療
法
な
ど
詳
し
く

伺
え
た
の
が
良
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。

　

社
会
に
対
す
る
問
題
提
起
と
し

て
は
、「
在
日
ク
ル
ド
人
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
」
と
「
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
汚
染
」

に
関
す
る
報
告
が
目
を
引
き
ま
し

た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
番
組
を
聞

か
な
け
れ
ば
、
知
る
こ
と
は
な
か

っ
た
ろ
う
情
報
が
、
と
て
も
わ
か

り
や
す
く
解
説
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
窓
口
負
担
ゼ
ロ
を

め
ざ
す
取
り
組
み
や
、
薬
の
保
険

外
し
な
ど
、
福
祉
に
逆
行
す
る
政

策
に
「
物
申
す
」
ス
タ
ン
ス
は
、

こ
の
番
組
な
ら
で
は
。
今
後
も
大

い
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

メ
デ
ィ
ア
離
れ
が
叫
ば
れ
て
久

し
い
昨
今
で
す
が
、
だ
か
ら
こ

そ
、
テ
レ
ビ
よ
り
身
近
な
ラ
ジ
オ

は
大
切
で
す
。

　

リ
ス
ナ
ー
層
に
は
高
齢
者
が
多

い
と
思
い
ま
す
し
、
聴
か
れ
た
方

が
少
し
で
も
「
何
か
を
考
え
る
」

き
っ
か
け
に
な
れ
ば
、
そ
う
い
う

思
い
で
今
期
も
、
マ
イ
ク
の
前
に

座
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

弱
者
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
寄

り
添
う
、
優
し
く
ぬ
く
も
り
の
あ

る
放
送
を
、
今
後
も
続
け
て
い
き

た
い
と
、
気
持
ち
を
新
た
に
し
て

い
ま
す
。

【寺谷さんが選んだ放送】
・ 11月９日「突然の眠気に悩んでい
ませんか？ー聴いて納得、過眠症
・ナルコレプシーについてー」

 木原章雄先生
・ 12月21日「ご存じですか？むずむ
ず脚症候群」 戸田和夫先生

・ １月４日「在日クルド人コミュニ
ティの医療・ヘイト問題」

 水間美宏先生
・ １月11日・25日「PFAS汚染の実
態」 瀧本和雄先生

・ ３月22日「あなたも睡眠時無呼吸
症候群かも？～口腔内装置のあれ
これ～」 山田哲也先生

・ ３月29日「放置すると命にかかわ
る！睡眠時無呼吸症候群の怖さ」
 浅香葉子先生

リスナーからもたくさん声が寄せられました！一部を抜粋してご紹介します。

「兵庫県保険医協会の聴く医療」
YouTubeで配信中！

・認知症についての話、とても私には役立つ話でした。 （福山市・80代）
・ 「病院は赤字でも、企業みたいに値上げが出来ない」という言葉がとても印

象的で、特に考えさせられました。 （長田区・46歳）
・ クルド人問題やPFASなど、あまり医療関連番組では採り上げない話題を聴

くことができるのが良いです。 （大阪市生野区）
・ 骨粗鬆症の放送、ラジコのタイムフリーも含めると３回聞きました。
 （大阪市住之江区）

「兵庫県保険医協会 
聴く医療」で検索
または右の二次元コードから

医療機関内への
防犯カメラ設置の注意点（上）

Ｑ１　経営するクリニックに、防犯
カメラを設置したい場合、そもそも
設置することは許されるのでしょう
か、また、どのような点に注意する
必要がありますか。
Ａ１　一般に、不特定多数の人が利
用し得る場所への防犯カメラの設置
は、正当な目的であれば、適切かつ
適正な運用を前提として許容されま
す。兵庫県の指針などにおいても、
犯罪防止のために防犯カメラの設置
が推奨される一方で、プライバシー
保護との調和を図ることが強く求め
られています。設置・運用にあたっ
て注意すべき主な点は以下の通りで
す。
①利用目的の特定と周知
　防犯カメラで撮影した画像は、直
ちに個人情報に該当するわけではあ
りませんが、顔などで個人を識別す
ることができる場合など、検索性や
管理方法によっては個人情報に該当
し得ます。その場合は、個人情報保
護法の適用対象となり、同法上は、
利用目的をできる限り特定し、当該
利用目的の範囲内でカメラ画像を利
用しなければなりません。
　また、利用目的を本人に通知し、
または、公表しなければならないと
されています。もっとも、カメラの
設置状況等から防犯目的であること
が明らかである場合や、撮影中であ
ることを撮影対象者が容易に認識で
きる態様をとるなど、適切な取り扱
いをすれば、 問題はありません
（「個人情報の保護に関する法律に
ついてのガイドラインに関するＱ＆
Ａ」参照）。

②管理体制の整備
　適正な運用を行うために、あらか
じめ責任者を指定し、映像から知り
得た情報を他人に漏らさないよう徹
底しましょう。さらに、「防犯カメ
ラ運用基準」を定め、どのような目
的で、誰が、どのように管理するの
かを明文化しておくことが望ましい
です。
③映像の適正な管理と廃棄
　撮影された映像は、容易に閲覧・
持ち出しできないよう、パスワード
設定やアクセスログの取得といった
技術的な対策を講じるべきでしょ
う。また、映像の保管期間は必要最
小限とし（例えば１カ月以内な
ど）、利用する必要がなくなったと
きは遅滞なく消去するよう努めまし
ょう。
　なお、警察から録画映像の開示を
求められることがあります。これは
任意捜査への協力要請ということに
なり、これに応じて開示することに
何ら問題はありません。もっとも、
警察には文書で開示請求をしてもら
い、任意捜査に応じた開示であるこ
とが後からわかるようにしておくこ
とが望ましいでしょう。
　以上の通り、クリニックにおける
防犯カメラは、安心・安全な医療環
境を守るための有効なツールとなり
ますが、設置方法や運用を間違えれ
ば患者さんやスタッフのプライバシ
ー侵害に繋がりかねません。上記の
注意点を遵守し、透明性の高い運用
を心がけましょう。
【中央区・神戸花くま法律事務所　
 弁護士　野田　倫子】

ラジオが

「何かを考える」きっかけに
寺谷 一紀さんフリーアナウンサー

医療ジャーナリスト

ラジオ関西番
組

ラジオ関西番
組

「聴く医療」「聴く医療」

（25年10月～26
年３月）

（25年10月～26
年３月）

を振り返るを振り返る
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姫
路
市
・
石
橋
内
科
／

広
畑
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
病
院

石
橋　

寛
之
先
生

2026年度診療報酬改定特集ページ2026年度診療報酬改定特集ページ
協
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
内
に
開
設
中
！

Ｑ
Ａ
な
ど
最
新
情
報
は

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

赤
字
補
填
に
と
ど
ま
り
、

地
域
医
療
を
守
れ
な
い
改
定

改定2026改定2026
インタビュー③インタビュー③

診療報酬診療報酬

〈
医
科
・
病
院
、
有
床
診
療
所
〉

〈
医
科
・
病
院
、
有
床
診
療
所
〉

　

診
療
報
酬
改
定
が
医
療
現
場
に

及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
会
員
の

声
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
す
る
。
第

３
回
は
、
病
院
と
有
床
診
療
所
を

運
営
す
る
立
場
か
ら
、
今
回
の
改

定
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
の

か
、
姫
路
市
の
石
橋
寛
之
先
生
に

聞
い
た
。（
聞
き
手
＝
編
集
部
）

　

―
今
回
の
診
療
報
酬
改
定
を
全

体
と
し
て
ど
う
受
け
止
め
て
い
ま

す
か
。

　

石
橋　

30
年
ぶ
り
の
大
幅
な
プ

ラ
ス
改
定
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
中
身
を
見
る
と
、
賃
上
げ
対

応
、
物
価
高
、
光
熱
費
、
食
費
、

経
営
悪
化
へ
の
緊
急
対
応
が
中
心

で
す
。
こ
こ
数
年
の
コ
ス
ト
増
に

よ
う
や
く
少
し
追
い
つ
い
た
と
い

う
印
象
で
、
医
療
機
関
の
手
元
に

残
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
増
え
た
点
数
は
利
益
で
は
な

く
、
赤
字
の
補
填
と
い
う
感
覚
で

す
。
他
の
と
こ
ろ
に
手
を
回
す
余

裕
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

厳
し
い
状
況
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ

ん
。

　

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
も
、
事

務
職
が
対
象
に
入
る
な
ど
改
善
さ

れ
た
部
分
は
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
一
般
産
業
の
賃
上
げ
水
準
や

物
価
高
騰
を
考
え
る
と
、
十
分
と

は
い
え
ま
せ
ん
。
病
院
と
し
て
は

届
出
を
し
な
け
れ
ば
６
月
か
ら
入

院
料
が
減
算
と
な
る
た
め
、
算
定

し
て
職
員
の
賃
上
げ
に
充
て
て
い

く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

制
度
に
対
応
す
る
事
務
負
担
も
大

き
い
で
す
。

　

―
医
療
Ｄ
Ｘ
へ
の
対
応
に
つ
い

て
は
い
か
が
で
す
か
。

　

石
橋　

今
回
の
改
定
で
は
、
対

応
し
て
い
な
い
と
次
に
進
め
な

い
、
と
い
う
性
格
が
強
く
な
っ
て

い
る
と
感
じ
ま
す
。

　

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
も
そ
う

で
す
が
、
医
療
Ｄ
Ｘ
関
係
の
評
価

も
、
以
前
は
選
択
の
余
地
が
あ
っ

た
も
の
が
、
だ
ん
だ
ん
前
提
条
件

に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
医
療
Ｄ

Ｘ
推
進
体
制
整
備
加
算

は
名
称
も
変
わ
り
、
電

子
処
方
箋
や
電
子
カ
ル

テ
情
報
共
有
サ
ー
ビ
ス

な
ど
、
求
め
ら
れ
る
対

応
が
増
え
て
い
ま
す
。

当
院
で
も
、
こ
れ
ま
で

電
子
処
方
箋
は
導
入
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
補
助
金
の
期
限
も

あ
り
、
病
院
と
ク
リ
ニ

ッ
ク
の
両
方
で
導
入
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

た
だ
、
補
助
金
と
加
算

だ
け
で
は
初
期
費
用
や

維
持
管
理
費
を
賄
え
ま

せ
ん
。
国
策
と
し
て
進
め
る
の
で

あ
れ
ば
、
本
来
は
国
が
責
任
を
持

っ
て
整
備
す
べ
き
で
す
。

　

電
子
カ
ル
テ
や
電
子
処
方
箋
へ

の
対
応
が
で
き
な
い
医
療
機
関
を

切
り
捨
て
る
よ
う
な
進
め
方
で

は
、
地
域
医
療
が
成
り
立
た
な
く

な
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

　

―
病
床
機
能
へ
の
影
響
は
ど
う

見
て
い
ま
す
か
。

　

石
橋　

急
性
期
に
つ
い
て
は
、

点
数
を
手
厚
く
し
た
よ
う
に
見
え

て
も
、
算
定
で
き
る
医
療
機
関
を

絞
る
方
向
が
明
確
で
す
。
地
域
包

括
ケ
ア
病
床
を
持
っ
て
い
る
病
院

で
は
算
定
で
き
な
い
な
ど
、
条
件

が
厳
し
い
。
急
性
期
を
一
度
や
め

た
病
院
を
、
再
び
戻
さ
せ
な
い
と

い
う
意
図
す
ら
感
じ
ま
す
。
全
体

と
し
て
は
、
病
床
を
減
ら
す
方
向

に
誘
導
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

―
病
院
・
有
床
診
療
所
に
と
っ

て
、
特
に
負
担
が
大
き
い
点
は
あ

り
ま
す
か
。

　

石
橋　

身
体
的
拘
束
最
小
化
の

評
価
は
、
現
場
に
と
っ
て
大
き
な

課
題
で
す
。
今
回
の
改
定
で
は
身

体
的
拘
束
最
小
化
に
つ
い
て
一
定

の
実
績
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
身
体
拘
束
を
ど
う
定
義
し
、

ど
う
数
え
る
の
か
。
一
時
的
に
外

し
た
場
合
を
ど
う
扱
う
の
か
。
ま

た
、
身
体
的
拘
束
最
小
化
の
加
算

も
新
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
病
床
数

が
少
な
い
施
設
で
は
、
１
人
の
患

者
さ
ん
が
身
体
拘
束
の
対
象
に
な

る
だ
け
で
割
合
が
大
き
く
変
わ
り

ま
す
。
理
念
を
掲
げ
る
こ
と
自
体

は
重
要
で
す
が
、
職
員
へ
の
周

知
、
日
々
の
記
録
な
ど
、
現
場
の

負
担
は
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

リ
ハ
ビ
リ
に
つ
い
て
も
同
様
で

す
。
質
の
高
い
リ
ハ
ビ
リ
を
評
価

す
る
方
向
は
理
解
で
き
ま
す
が
、

研
修
を
受
け
た
専
任
職
員
の
配
置

や
、
土
日
を
含
め
た
リ
ハ
ビ
リ
提

供
体
制
な
ど
、
要
件
を
満
た
す
に

は
人
材
確
保
が
不
可
欠
で
す
。
人

を
確
保
す
る
の
に
転
職
説
明
会
に

ブ
ー
ス
を
出
す
な
ど
、
大
変
苦
労

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
他
の
加
算

を
含
め
研
修
を
受
け
さ
せ
よ
う
と

し
て
も
、
す
ぐ
に
予
約
が
埋
ま
っ

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

制
度
上
は
「
質
の
評
価
」
と
さ

れ
ま
す
が
、
実
際
に
は
人
員
配
置

や
研
修
履
歴
な
ど
、
構
造
面
で
評

価
さ
れ
る
部
分
が
大
き
い
と
感
じ

ま
す
。

　

―
地
域
医
療
を
守
る
う
え
で
、

今
後
の
課
題
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

石
橋　

今
回
の
改
定
だ
け
で

は
、
病
院
の
建
て
替
え
や
医
療
機

器
の
更
新
に
は
到
底
対
応
で
き
ま

せ
ん
。
兵
庫
県
内
で
も
築
40
年
以

上
の
病
院
は
多
く
、
建
築
費
も
高

騰
し
て
い
ま
す
。
診
療
報
酬
を
少

し
ず
つ
積
み
立
て
て
建
て
替
え
る

と
い
う
の
は
、
民
間
病
院
に
と
っ

て
現
実
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
ま
ま
で
は
、
地
域
に
必
要
な
病

院
が
老
朽
化
し
て
も
更
新
で
き

ず
、
結
果
と
し
て
病
床
が
減
っ
て

い
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
国
は

病
床
削
減
を
進
め
た
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
地
域
医
療
を
守
る

と
い
う
観
点
か
ら
、
本
当
に
そ
れ

で
よ
い
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

今
回
の
改
定
は
、
現
場
の
努
力

を
前
提
に
し
す
ぎ
て
い
ま
す
。
地

域
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
続
け
る
医
療

機
関
が
、
き
ち
ん
と
存
続
で
き
る

診
療
報
酬
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
ご
意
見
を
受
け
、
協
会
は
政

府
・
厚
労
省
に
改
善
を
求
め
て
い

き
ま
す
。

第107回　兵庫県保険医協会評議員会決議第107回　兵庫県保険医協会評議員会決議

　現在、日本の医療提供体制は、長年にわたる低診療報酬政策に加え、急激な
物価・人件費の高騰によって、かつてない深刻な危機に直面している。2026年
度診療報酬改定は＋2.22％とされたものの、外来初診料は据え置かれ、実質的
には医療機関の経営改善には到底及ばない内容であり、地域医療の維持すら困
難な状況が広がっている。
　さらに現在、医療現場を直撃しているのが、中東情勢の悪化に起因する医薬
品・医療材料の供給危機である。兵庫県保険医協会の緊急アンケートでは、
84.3％の医療機関が「供給に支障あり」と回答し、ほぼすべての診療科で影響
が発生している。診療や手術に不可欠な物資の不足により、手術延期や処置中
止といった事態が現実に生じている。
　これらの多くは石油化学製品を原料としており、中東情勢の緊迫化による原
油供給や海上輸送の停滞が、直接的に医療提供体制を揺るがしている。戦争は
人命を奪うだけでなく、医療資源の供給を断ち、平時の医療をも破壊する。医
療の持続可能性そのものが問われている。
　政府は、医療費抑制を最優先とし、患者負担の拡大を一層推し進めようとし
ている。2026年提出予定の医療保険制度改革関連法案は、OTC類似薬の保険外
し、長期収載品の負担増、高額療養費制度の上限引き上げなどを柱とし、国民
皆保険制度の根幹を揺るがす内容となっている。
　OTC類似薬について薬剤費の４分の１を追加負担とする制度は、国民皆保険
制度を空洞化させ、経済的理由による受診抑制と治療中断を招くものである。
また、75歳以上の窓口負担に金融所得を反映させる措置は、医療を必要とする
時に負担を強いる不合理な制度であり、応能負担の原則を歪めるものである。
　さらに、高額療養費制度の見直しでは、患者が受診を控えることを前提とし
た「長瀬効果」を政策根拠とするなど、命を守る制度としての理念が根底から
損なわれている。
　このように、医療と国民生活には徹底した抑制と負担増が求められている一
方で、財政の使い方には重大なゆがみが存在している。防衛費が急速に拡大し
続けているだけでなく、大企業や富裕層に対する減税や各種支援策が継続さ
れ、内部留保の増大や株主配当の拡大が続いている。
　医療や社会保障には「財源がない」として削減や自己負担増が押し付けられ
る一方で、巨額の財政が防衛費や大企業支援に振り向けられている。この不均
衡こそが、現在の医療危機の根本にある問題である。社会保障はコストではな

く、国民の命と生活を支える基盤であり、同時に地域経済と雇用を支える不可
欠な社会インフラである。とりわけ医療・介護分野は、人口減少社会において
も需要が安定的に存在する内需型産業であり、地域における雇用と所得を支
え、経済の下支え機能を果たしている。持続可能な地域社会と経済を維持する
ためにも、社会保障には優先的に財源を配分すべきである。
　国際的にも軍事的緊張は一層高まり、米国・イスラエルによるイランへの軍
事攻撃は、国際法秩序を破壊する重大な問題である。外交交渉が継続している
最中に行われた先制的武力行使は、国連憲章の原則に照らしても極めて重大な
疑義がある。
　しかし、日本政府はこの事態に対し、事実上これを容認するかのような姿勢
を示している。国際法の遵守と「法の支配」を外交の基本に掲げてきた日本政
府が、アメリカとイスラエルによる武力行使に対して沈黙することは許されな
い。
　日本政府は、同盟関係の有無にかかわらず、国際法に反する可能性の高い武
力行使に対しては明確に反対し、即時の攻撃中止と外交的解決を求めるべきで
ある。
　戦争の拡大は、エネルギー価格の高騰、物流の混乱、供給途絶を通じて医療
を直撃する。すでに現場では、医療材料不足や価格高騰、診療制限としてその
影響が顕在化している。軍事優先の政策と社会保障削減は表裏一体となってお
り、この流れを転換しなければ、医療提供体制の崩壊は避けられない。
　日本国憲法が掲げる平和主義と生存権は、医療・社会保障政策の根幹であ
る。私たちは、医師・歯科医師として、命と健康を守る立場から、医療の切り
捨てと戦争への道に断固として反対する。

我々の要求（個別要求は掲載省略）

・低医療費政策を転換し、社会保障の充実を
・消費税の減税を
・災害対策の充実を
・環境公害対策の充実を
・利権政治の一掃を
・日本の独立と平和外交を
・立憲主義の堅持を

以上
2026年５月17日　兵庫県保険医協会



(昭和43年６月12日第三種郵便物認可)兵 庫 保 険 医 新 聞 第２１３３号２０２６年(令和８年)５月２５日(毎月３回５・15・25日発行) （４）

　本紙掲載以外の疑義解釈を含め、協会ホームページにて新点数Ｑ
＆Ａを公開しています。下記URLまたは右の二次元コードからご
覧ください。https://www.hhk.jp/kaitei2026/

Ｑ１　2025年度のベースアップ評価
料による収入について、残余が生じ
2026年度に繰り越した場合の取り扱
いはどうなるか。
Ａ１　2026年12月までに賃金改善措
置を実施し、2026年度の賃金改善実
績報告書において報告します。な
お、2026年度および2027年度のベー
スアップ評価料による収入について
は、繰り越しはできず、当該年度の
実績報告を行う８月までに賃金改善
措置を実施する必要がありますので
ご注意ください。
Ｑ２　2024年５月以降に開業しベー
スアップ評価料を届け出た医療機関
では、2024年３月時点との基本給総
額等の比較ができないが、この場

合、注５等の継続的賃上げの取り組
みの実施に係る施設基準の届出を行
うことはできないのか。
Ａ２　開業時点の給与体系に基づく
基本給等総額との比較において、基
準を満たす場合には届出できます。
Ｑ３　2026年度の実績報告及び中間
報告において記載する「ベースアッ
プ評価料等による収入の実績額」に
ついて、注５等の点数を算定する場
合、継続的な賃上げの実施に係る評
価分を含めるのか。
Ａ３　含めません。注５等の高い点
数を算定している場合であっても、
収入の実績額は基本点数（初診時17
点・再診時等４点）に置き換えて計
上します。

2026年５月１日「一部訂正通
知」、５月８日「疑義解釈（その
５）」、５月12日「外来データ提出
加算等の取扱いについて・一部訂
正通知」から改変

　疑義解釈資料の送付について５
月１日付（その５）より抜粋・改
変

【外来関係】

〈在医総管・施医総管〉

Ｑ１　すでに在医総管・施医総管を
届け出て算定している医療機関にお
いて、６月以降の算定にあたり再届
出は必要か。
Ａ１　５月１日訂正通知により再届
出が不要になりました。ただし、新
設の注16（月２回訪問診療を行って
いる場合でも月１回の区分で算定す
ることとなる基準）について、直近
３カ月の重症患者割合等（『点数表
改定のポイント』P150） を確認
し、基準に該当しない場合には注16
の届出を行う必要があります。
　なお、８月の定例報告において
は、すべての届出医療機関が基準へ
の該当可否を確認し、報告すること
となります。
Ｑ２　在医総管・施医総管の在宅診
療計画に基づく診療をオンライン診
療で行う場合に、再診料（情報通信
機器を用いた場合）を算定できる
か。
Ａ２　これまでは在医総管・施医総
管に含むとされていましたが、５月
１日訂正通知により算定できること
となりました。

〈生活習慣病管理料の充実管理加算〉

Ｑ３　新規に届出を行う場合であっ
て2026年４月以降、10月１日までに
様式７の11の届出を行う場合、充実
管理加算の算定はどの区分で行えば
よいのか。
Ａ３　実績値に基づく区分での算定
となるまでは、充実管理加算３を算
定します。

〈心不全再入院予防継続管理料〉

Ｑ４　「１」を算定した患者が退院
し、同一月に他の医療機関において
「２」または「３」を算定すること
は可能か。
Ａ４　算定できます（ただし特別の
関係にある保険医療機関の場合は除
きます）。
Ｑ５　「２」または「３」を算定し
ていた患者が再入院となった場合、
「１」を再度算定することはできる
か。
Ａ５　算定できます。
Ｑ６　Ｑ５の場合において、当該患
者が退院し、「２」または「３」を
再度算定する場合、初回算定日はリ
セットされるか。
Ａ６　再入院前の「２」 または
「３」の初回算定日が１年以内の場
合にはリセットされません。１年を
超えている場合には再入院後に初め
て算定する日を初回算定日としま

す。
Ｑ７　「２」および「３」につい
て、複数の医療機関で同一月に算定
することは可能か。
Ａ７　算定できません。心不全管理
を主に担う医療機関で算定します。

〈生活習慣病管理料〉

Ｑ８　新設の眼科医療機関連携強化
加算と歯科医療機関連携強化加算に
ついて、加算の対象となる眼科や歯
科への紹介に当たって、診療情報提
供料（Ⅰ）を併せて算定することは
可能か。また、これらの算定が同月
であっても算定可能か。
Ａ８　算定できます。この場合、患
者を紹介したタイミングで診療情報
提供料（Ⅰ）を算定し、次回受診時
に受診状況を確認して当該加算を算
定します。なお、診療情報提供料
（Ⅰ）と当該加算の算定は同一月で
も問題ありません。

〈訪問看護遠隔診療補助料等〉

Ｑ９　在医総管の在宅診療計画に基
づく診療をオンラインで行った場合
であって、看護師等が患家に訪問
し、医師の指示の下処置や検査、注
射を行った場合に、看護師等遠隔診
療検査実施料、看護師等遠隔診療注
射実施料または看護師等遠隔診療処
置実施料をそれぞれ算定できるか。 
また、訪問看護遠隔診療補助料は算
定できるか。
Ａ９　再診料（情報通信機器を用い
た場合）とあわせて、看護師等遠隔
診療検査実施料、看護師等遠隔診療
注射実施料または看護師等遠隔診療
処置実施料を算定できます。ただ
し、在医総管・施医総管に包括され
る処置については算定できません。
また、計画的な診療であるため訪問
看護遠隔診療補助料は算定できませ
ん。

【入院関係】

〈回復期リハビリテーション
病棟入院料〉

Ｑ10　回復期リハビリテーション病
棟入院料および入院医療管理料の再
届出の取り扱いはどのようになって
いるか。
Ａ10　５月１日訂正通知により入院
料１については、2026年７月末まで
に再届出が必要となりました。入院
料２～３については2026年９月末ま
でに再届出が必要です。入院医療管
理料については、再届出は必要あり
ません。

〈病棟薬剤業務実施加算〉

Ｑ11　病棟薬剤業務実施加算は、病
棟毎に「１」または「２」を分けて
届け出ることはできるか。
Ａ11　医療機関全体で「１」または
「２」のどちらかしか届出できませ
ん。ただし、「３」は「１」または
「２」とは別に届出できます。

〈歯周病継続支援治療（SPT）〉
Ｑ１　2026年度診療報酬改定におい
て、歯周病安定期治療および歯周病
重症化予防治療が歯周病継続支援治
療に統合されたが、2026年５月末ま
でに歯周病安定期治療または歯周病
重症化予防治療を算定し、同年６月
以降に歯周病継続支援治療を開始す
る場合の取扱いは如何。
Ａ１　「小児口腔機能管理料の注５
に規定する口腔管理体制強化加算
（口管強）」に係る施設基準の届出
を行っている保険医療機関において
は、歯周病継続支援治療を６月に算
定して差し支えない。なお、当該加
算に係る施設基準の届出を行ってい
ない保険医療機関においては、歯周
病安定期治療または歯周病重症化予
防治療の前回実施月の翌月の初日か
ら起算して２月を経過した日以降に
算定する。 
Ｑ２　「Ｉ011－２」の歯周病継続
支援治療の注４に掲げる重症化予防
連携強化加算（重防）について、以
下の場合において、診療情報等連携
共有料（情共）は算定できるのか。 
①他の保険医療機関に対して情報提
供を行う際に、情共２を算定する場
合
②情共１により、他の保険医療機関
に対して情報提供を求め、それに基
づいた他の保険医療機関からの情報
提供により重症化予防連携強化加算

を算定する場合 
Ａ２　いずれも算定要件をみたす場
合は算定して差し支えない。
編注  重防の100点は、糖尿病の病態
により歯周病の重症化のおそれのあ
る患者に対して、他の医科医療機関
からの文書に基づきSPTを実施し、
その医科医療機関の主治医に毎回情
報提供した場合に加算します。医科
への情報提供を文書で行った場合に
情共２が算定できるということで
す。このケースは口管強の届出がな
い医療機関でもSPTを毎月算定可能
です。なお、情共２は３カ月に１回
の算定となります。

〈新製有床義歯管理料〉
Ｑ３　2026年度診療報酬改定におい
て、新製有床義歯管理料の取扱いが
見直されたが、2026年５月末までに
新製有床義歯管理料を算定し、６カ
月を超えない期間で新たに別の新製
有床義歯に関する取扱いの説明等を
行った場合の取扱いは如何。
Ａ３　新製有床義歯管理料を再度算
定して差し支えない。 

〈特定保険医療材料〉
Ｑ４　人工歯（陶歯、レジン歯、ス
ルフォン樹脂レジン歯及び硬質レジ
ン歯）の材料価格基準の単位が１歯
単位に見直されたが、当該材料につ
いては、１歯単位の材料価格を10円
で除して得た点数（端数が生じた場
合は端数を四捨五入して得た点数）
を、使用した人工歯の歯数分で合算
して算定すればよいか。 
Ａ４　そのとおり。

医科医科 ④新点数新点数ＱＱ＆＆ＡＡ

歯科歯科 ④新点数新点数ＱＱ＆＆ＡＡ

医科医科
歯科歯科共共通通 新点数新点数ＱＱ＆＆ＡＡ③

【医科】５~７月の診療報酬等の
 お問い合わせ対応の停止期間について
　2026年度診療報酬改定への対応のため、以下の期間については、診療報酬
に関するお問い合わせを終日停止させていただきます。
　レセプト請求、減点、施設基準に関する問い合わせや、診療報酬改定に
関するご質問等は下記期間以外でお願いいたします。
　新規指導・個別指導・適時調査等の相談は、引き続き☎078－393－1840
でお受けいたします。また、改定に関する情報は随時、特設ホームページ
やFAXニュース等で情報発信に努めて参りますので、何卒ご理解のほどよ
ろしくお願い申しあげます。

■停止期間　①５／26（火）～５／29（金）の午後
 ②６／30（火）～７／３（金）の全日
■2026年度診療報酬改定特設ページ　
　　　　　　http://www.hhk.jp/kaitei2026/

▼改定特設ページ
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協
会
は
昨
年
12
月
11
日
に
兵
庫

県
国
保
連
合
会
の
審
査
委
員
会
と

懇
談
。
協
会
か
ら
西
山
裕
康
理
事

長
、
近
重
民
雄
副
理
事
長
、
清
水

映
二
理
事
が
、
国
保
連
合
会
か
ら

審
査
委
員
会
会
長
ら
４
人
が
出
席

し
、
事
前
に
提
出
し
た
審
査
等
の

改
善
要
望
と
、
会
員
か
ら
寄
せ
ら

れ
た
減
点
事
例
を
も
と
に
議
論
し

た
。

　

減
点
事
例
に
つ
い
て
は
、
検
査

や
在
宅
医
療
、
投
薬
等
の
理
由
が

不
明
瞭
な
減
点
に
関
し
て
、
審
査

委
員
に
審
査
側
の
判
断
の
考
え
方

な
ど
を
詳
し
く
聞
い
た
。

　

改
善
要
望
に
つ
い
て
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
の
医
療
機
関
等
に
お

い
て
、
増
減
点
連
絡
書
等
の
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
期
限
が
３
カ
月
と
さ
れ

て
い
る
点
に
関
し
て
、
必
要
な
時

に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
よ
う
改

善
す
べ
き
と
要
望
。
国
保
側
は

「
要
望
が
多
く
あ
る
こ
と
は
、
承

知
し
て
い
る
。
過
去
の
帳
票
が
必

要
な
場
合
に
は
、
国
保
連
に
問
い

合
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
柔
軟

に
対
応
す
る
」
と
回
答
し
た
。

　

基
金
で
は
す
で
に
導
入
さ
れ
て

い
る
Ａ
Ｉ
に
よ
る
レ
セ
プ
ト
振
り

分
け
に
つ
い
て
、
国
保
で
は
性
急

に
導
入
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
要

望
。
国
保
側
は
、「
Ａ
Ｉ
振
り
分

け
は
厚
労
省
・
支
払
基
金
・
国
保

中
央
会
で
の
審
査
シ
ス
テ
ム
の
共

同
開
発
・
共
同
利
用
の
中
で
協
議

し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
」

「
十
分
な
検
証
の
上
、
導
入
可
否

の
判
断
が
必
要
」
と
回
答
し
た
。

　

ま
た
、
増
減
点
連
絡
書
及
び
再

審
査
結
果
通
知
に
つ
い
て
、
減
点

理
由
が
Ａ
〜
Ｄ
の
記
号
の
み
で
判

然
と
し
な
い
も
の
が
依
然
と
し
て

多
く
、
医
療
機
関
に
と
っ
て
は
再

審
査
請
求
す
る
上
で
も
対
応
に
苦

慮
す
る
事
例
が
多
い
と
指
摘
し
、

改
善
を
要
望
し
た
。
国
保
側
は
、

「
記
号
（
Ａ
〜
Ｋ
）
及
び
事
由
内

容
も
明
記
の
上
、
突
合
、
縦
覧
、

横
覧
で
査
定
に
な
っ
た
場
合
は
そ

の
旨
も
表
示
し
て
い
る
」「
医
療

機
関
再
審
査
に
つ
い
て
は
原
審
ど

お
り
理
由
を
表
示
し
て
い
る
。
理

由
が
不
明
な
場
合
は
本
会
に
照
会

い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

　

そ
の
他
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
で
資
格
確
認
を
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
返
戻
と
な
っ
た
例
が
あ

り
、
医
療
機
関
の
責
に
よ
ら
な
い

資
格
返
戻
を
行
わ
な
い
こ
と
な
ど

を
要
望
し
た
。

（
前
号
か
ら
の
つ
づ
き
）

　

食
事
は
３
階
、
フ
ロ
ン
ト
横
の

食
事
処
「
阿
波
の
味
路
し
ら
ゆ

り
」
で
い
た
だ
い
た
。
大
衆
食
堂

の
よ
う
な
雰
囲
気
で
あ
る
が
、
ス

タ
ッ
フ
の
接
客
も
て
き
ぱ
き
と
し

て
い
て
気
持
ち
が
よ
か
っ
た
。

　

食
事
は
地
域
の
特
産
品
を
使

い
、
郷
土
料
理
も
取
り
入
れ
た
会

席
料
理
で
、
鶏
、
牛
、
豚
、
う
ど

ん
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
組
み
合
わ
せ

を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
食
前
酒

す
だ
ち
ワ
イ
ン
、
山
く
じ
ら
の
辛

子
味
噌
（
こ
こ
で
は
山
く
じ
ら
は

猪
肉
で
は
な
く
、
く
じ
ら
の
尾
の

部
分
「
お
ば
け
」
を
真
似
し
て
作

っ
た
刺
身
こ
ん
に
ゃ
く
。
プ
リ
プ

リ
と
し
た
食
感
が
面
白
い
。
ち
な

み
に
閻
魔
大
王
は
こ
ん
に
ゃ
く
が

好
き
で
眼
疾
に
霊
験
が
あ
る
と
い

う
伝
承
が
あ
る
）、
酢
の
物
、
鳴

門
鯛
な
ど
海
鮮
の
刺
身
、
野
菜
の

天
ぷ
ら
、
鮎
の
塩
焼
き
、
釜
飯
、

阿
波
の
郷
土
料
理
・
そ
ば
米
雑

炊
、
名
物
た
ら
い
う
ど
ん
の
食
べ

放
題
、
デ
ザ
ー
ト
の
コ
ー
ス
を
頼

ん
だ
。
地
方
色
豊
か
な
料
理
を
楽

し
ん
だ
。

　

他
に
阿あ

波わ

尾お

鶏ど
り

、
阿
波
牛
、
徳

島
の
ブ
ラ
ン
ド
豚
・
阿
波
と
ん

豚
、
当
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
う
ど
ん

粉
と
も
ち
麦
（
だ
い
し
も
ち
）
な

ど
を
加
え
て
作
っ
た
土
柱
麺
な
ど

の
コ
ー
ス
も
あ
る
。

　

「
赤
笹
系
軍
鶏
」
の
雄
と
肉
用

鶏
種
の
「
ホ
ワ
イ
ト
プ
リ
マ
ス
ロ

ッ
ク
」
を
交
配
さ
せ
て
１
９
９
０

年
に
発
売
さ
れ
「
阿
波
お
ど
り
」

に
ち
な
ん
で
命
名
さ
れ
た
徳
島
の

ブ
ラ
ン
ド
鶏
・
阿
波
尾
鶏
の
ネ
ー

ミ
ン
グ
は
秀
逸
で
、
い
ま
や
出
荷

数
、
シ
ェ
ア
と
も
に
日
本
三
大
地

鶏
（
名
古
屋
コ
ー
チ
ン
、
比
内
地

鶏
、
薩
摩
地
鶏
）
を
抑
え
て
全
国

１
位
で
あ
る
。
旨
味
と
コ
ク
が
あ

り
、
適
度
な
歯
ご
た
え
が
あ
る
。

　

一
方
、
徳
島
県
内
で
飼
育
さ
れ

た
血
統
明
確
な
黒
毛
和
種
の
阿
波

牛
や
、
イ
ノ
シ
シ
の
美
味
し
い
肉

質
特
徴
を
受
け
継
ぐ
阿
波
と
ん
豚

は
、
阿
波
尾
鶏
ほ
ど
メ
ジ
ャ
ー
で

は
な
く
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
オ
シ
ャ
レ

で
な
い
気
が
す
る
。
土
柱
麺
は
徳

島
県
の
地
方
番
組
（
四
国
放
送
）

ゴ
ジ
カ
ル
！
の
「（
井
ノ
上
）
陽

水
（
あ
き
み
）
の
夢
の
中
へ
」
の

コ
ー
ナ
ー
で
紹
介
さ
れ
た
。

URL

：https://www.youtube.
com/watch?v=9TwoJuPukpo

　

朝
食
の
メ
イ
ン
は
ベ
ー
コ
ン
の

ホ
イ
ル
蒸
し
で
、
湯
豆
腐
、
焼
き

魚
、
味
噌
汁
な
ど
で
、
ご
飯
、
生

卵
、
納
豆
、
ふ
り
か
け
、
味
付
け

海
苔
な
ど
が
お
か
わ
り
自
由
で
ボ

リ
ュ
ー
ム
満
点
、
ド
リ
ン
ク
類

（
オ
レ
ン
ジ
ジ
ュ
ー
ス
、
牛
乳
、

コ
ー
ヒ
ー
）
も
セ
ル
フ
で
つ
い
て

き
た
。

　

豪
華
な
宿
で
は
な
い
ど
こ
ろ
か

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
も
な
く
質
素
な
宿

で
あ
る
が
、
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
で
、

ご
く
近
く
に
大
自
然
の
名
所
が
あ

り
、
徳
島
の
名
産
品
を
味
わ
え
る

こ
と
か
ら
コ
ス
パ
は
高
い
。

　

な
お
近
く
に
２
０
２
４
年
に
開

店
し
た
Ｊ
Ａ
徳
島
県
の
物
産
館
が

あ
り
、
さ
ら
に
車
で
足
を
延
ば
せ

ば
藍
染
で
有
名
な
美
馬
市
の
脇
町

に
あ
る
道
の
駅
「
藍
の
蔵
」
が
あ

り
、
こ
こ
は
元
阿
波
藍
の
集
積
地

で
あ
っ
た
船
着
き
場
の
横
に
あ

り
、
そ
の
横
に
は
タ
イ
ム
ス
リ
ッ

プ
し
た
か
の
よ
う
な
昔
の
町
並
み

そ
の
も
の
の
「
う
だ
つ
の
町
並

み
」
が
あ
る
。

【
西
区

前
田　

達
生
】

　

親
父
と
い
う
も
の
を
よ
く
知
ら

な
い
。
親
父
の
元
気
な
時
代
の
子

ど
も
の
頃
、
朝
起
き
た
時
に
親
父

は
ま
だ
寝
て
お
り
、
私
の
寝
る
頃

に
は
ま
だ
帰
っ
て
い
な
い
。
日
曜

も
出
勤
し
て
、
い
な
い
。
会
話
は

も
ち
ろ
ん
、
顔
も
あ
ま
り
見
た
記

憶
も
な
い
。
晩
年
病
気
の
た
め
、

自
宅
療
養
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も

あ
ま
り
病
室
へ
入
れ
て
く
れ
な
い

た
め
、
ま
し
て
縦
隔
洞
腫
瘍
と
い

う
不
治
の
病
と
も
知
ら
な
い
で
、

家
を
追
い
出
さ
れ
る
の
を
幸
い
、

毎
日
外
で
日
の
暮
れ
る
ま
で
遊
ん

で
い
た
。

　

そ
ん
な
親
父
で
あ
る
か
ら
印
象

は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
が
、

た
だ
一
つ
だ
け
妙
に
印
象
に
残
っ

て
い
る
言
葉
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
「
好
司
、
人
間
嘘
を
つ

い
て
は
い
か
ん
ぞ
、
誠
実
に
生
き

る
ん
だ
ぞ
」
と
い
う
言
葉
で
あ

る
。
な
ぜ
そ
ん
な
言
葉
が
出
た
の

か
は
全
く
覚
え
て
い
な
い
が
、
例

年
の
行
事
に
な
っ
て
い
る
書
初
め

が
近
づ
き
、
何
と
か
ご
ま
か
す
方

法
が
な
い
か
な
ぁ
と
考
え
て
い
た

時
で
あ
っ
た
の
で
、
ひ
ど
く
こ
た

え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
が
昭
和
12
年
の
師
走
の
暮

れ
で
あ
り
、
翌
13
年
１
月
６
日
、

親
父
は
死
亡
し
た
。
親
父
は
そ
の

時
、
満
40
歳
、
私
は
満
８
歳
で
あ

っ
た
。
以
後
、
私
は
父
親
な
し
に

成
長
し
た
の
で
あ
る
が
、
父
親
が

な
い
こ
と
を
寂
し
く
思
っ
た
り
、

劣
等
感
も
持
た
ず
、
不
自
由
さ
も

感
じ
な
か
っ
た
。

　

二
児
の
父
親
に
な
り
、
父
親
と

は
一
体
な
ん
で
あ
る
か
と
大
変
当

惑
し
た
。
も
ち
ろ
ん
生
物
学
的
に

は
歴
然
と
し
た
父
親
で
あ
る
が
、

言
い
た
い
の
は
人
間
と
し
て
の
父

親
と
は
何
で
あ
る
か
、
言
い
換
え

る
と
、
好
ま
し
い
父
と
子
の
関
係

と
は
何
で
あ
る
か
と
な
る
。

　

こ
れ
は
お
互
い
に
人
間
で
あ
る

と
い
う
基
礎
の
上
に
成
り
立
つ
も

の
の
は
ず
で
あ
る
。
父
親
が
な
す

べ
き
こ
と
だ
と
行
動
を
起
こ
し
て

も
独
善
か
も
し
れ
な
い
し
、
子
ど

も
に
と
っ
て
は
甚
だ
迷
惑
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
、
子
ど
も
を
一
個

の
人
格
を
持
っ
た
人
間
と
し
て
扱

う
と
、
す
こ
ぶ
る
父
親
と
し
て
の

影
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

「
子
は
親
の
鏡
」
と
よ
く
言
わ

れ
る
。
な
る
ほ
ど
子
ど
も
を
見
る

と
、
良
い
点
も
悪
い
点
も
実
に
親

に
よ
く
似
て
い
る
の
に
驚
か
さ
れ

る
。
特
に
言
葉
遣
い
は
、
全
く
親

そ
の
ま
ま
で
吹
き
出
す
よ
う
な
こ

と
も
一
度
や
二
度
で
は
な
い
。
子

ど
も
と
い
う
も
の
は
恐
ろ
し
い
く

ら
い
、
親
の
感
情
を
敏
感
に
受
け

止
め
、
親
の
言
動
を
集
中
し
て
観

察
し
、
そ
っ
く
り
真
似
て
い
る
。

親
と
し
て
は
子
ど
も
の
批
判
を
受

け
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
子

ど
も
が
自
分
た
ち
の
家
族
以
外
の

他
の
人
と
接
す
る
と
き
、
父
な
り

母
な
り
の
他
人
へ
の
接
し
方
を
み

て
、
他
の
世
界
と
の
接
触
方
法
を

知
る
よ
う
に
な
る
。
外
界
の
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
を
、
ど
の
よ
う
な
フ

ィ
ル
タ
ー
を
通
し
、
何
を
増
幅
器

に
か
け
る
か
で
、
そ
の
家
族
の
特

徴
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
良
い
も
の
を
選
択
し
伝
え
る

の
が
、
教
育
と
し
て
重
大
な
意
味

を
持
つ
と
信
じ
て
い
る
。

　

父
親
が
満
８
歳
の
私
に
残
し
た

も
の
は
、
自
分
の
仕
事
に
忠
実
で

あ
る
た
め
に
は
、
家
族
も
あ
ま
り

顧
み
な
い
と
い
う
態
度
と
「
誠

実
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
。
長

生
き
を
し
て
お
れ
ば
、
さ
ら
に
違

っ
た
も
の
を
残
し
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
現
在
の
印
象
に
残
っ
て
い

る
も
の
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。

（
前
号
か
ら
の
つ
づ
き
）

　

言
霊
、
言
葉
に
内
在
す
る
霊

力
。
昔
、
言
語
が
発
せ
ら
れ
る
と

そ
の
内
容
が
実
現
す
る
と
、
信
じ

て
い
た
。「
言
霊
信
仰
」（
岩
波
国

語
辞
典
第
三
版
）。
私
は
平
和
を

残
す
。

　

今
こ
の
国
、
世
界
が
ず
る
い
、

ず
る
い
社
会
を
作
っ
て
い
る
。
戦

争
に
よ
っ
て
社
会
を
作
り
変
え
よ

う
と
し
て
い
る
。
こ
の
現
実
を
み

て
、
私
は
最
後
ま
で
が
ん
ば
り
た

い
。

　

言
霊
信
仰
な
ん
て
迷
信
だ
な

ぁ
、
と
言
っ
て
い
た
私
。
今
は
こ

れ
を
信
じ
て
い
る
。「
お
ま
え
さ

ん
は
馬
鹿
よ
な
あ
、
お
馬
鹿
さ
ん

よ
な
あ
」
と
み
な
さ
ま
は
お
っ
し

ゃ
る
。
で
も
何
度
も
「
平
和
よ
」

「
平
和
よ
」
と
唱
え
る
と
実
現
す

る
と
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

何
度
も
申
し
上
げ
ま
す
が
、
今

は
「Paradigm Shift

」
を
立
ち

上
げ
る
時
期
で
す
。
と
も
に
が
ん

ば
り
ま
し
ょ
う
。
お
願
い
し
ま

す
。
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投

西宮市　　法西　　浩

コラム　この国はいずこへ（５）

「言葉には言
こと

霊
だま

がある」
平和を残す

員員 稿稿
会 投

灘
区　
　

岡
本　

好
司

子
育
て

懇
談
に
の
ぞ
む
国
保
審
査
委
員
（
左
）

・
協
会
役
員
（
右
）　
　
　
　
　
　
　

刺
身
こ
ん
に
ゃ
く
「
山
く
じ
ら
」
の

辛
子
味
噌
や
釜
飯
な
ど
の
会
席
料
理

名
物
た
ら
い
う
ど
ん
が
食
べ
放
題

会員の要求に基づき
　　　　審査の改善を要望

県国保審査委員会と懇談

徳島県阿波市　癒しの宿徳島県阿波市　癒しの宿

「「土土
どど

柱柱
ちゅうちゅう

ランド新温泉」ランド新温泉」（下）（下）

前田達生前田達生のの
ほっこりほっこり
湯 宿 旅湯 宿 旅5151

会
員
訃
報

ご
冥
福
を
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す

林　

忠
宏
先
生

灘
区　

歯
科

２
０
２
５
年
12
月
２
日

享
年
85
歳
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http://www.hhk.jp/

保険診療の請求事務･再審査請求･指導･監査などのご相談やお問い合わせは ☎078－393－1803（医科）☎078－393－1809（歯科）保険診療の請求事務･再審査請求･指導･監査などのご相談やお問い合わせは ☎078－393－1803（医科）☎078－393－1809（歯科）
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東京都・岡口歯科クリニック　院長 岡口　守雄先生講演

世界最先端の歯髄保存

従来の歯髄診断とその課題
　現在、我が国やAAEの歯髄保存の
診断基準は可逆性・不可逆性歯髄炎
の二つに分類されている。ヨーロッ
パ歯内療法学会（ESE）においては
2017年のウォルターらが提唱するイ
ニシアル、マイルド、モデレート、
シビアの四つに分類されており、従
来不可逆性歯髄炎と診断された症例
においても、可逆性歯髄炎が含まれ
ている可能性を強調しており、より
歯髄保存的な診断になったといえる
が、いずれの分類でも臨床症状の強
さを基準に分類されている。
　ドミニコ・リクッチ先生の病理切
片から、不可逆性歯髄炎と診断され
た歯髄であっても歯冠部の一部に壊
死部を認めるも、他の歯冠部・歯根
部歯髄は全くの健全歯髄であること
も示されている。
　また、う蝕の進行が歯髄に近接す
るにともない臨床症状が強くなり、
炎症が髄角に及ぶ時期が最も自発痛
が強い時期であり、さらに壊死が進
行すると臨床症状は弱くなってくる
ことから、歯髄疾患の進行度を示す
指標として臨床症状の強さだけでは
正確に歯髄の保存を診断することは
できない。
　そこで私が考える理想の歯髄の診
断基準として壊死がどこまで進行し
ているかを診断基準にすべきである
と考える。医科において癌の進行は
どの組織まで進んでいるかをステー
ジで表しているように歯髄疾患も同
様の考え方が必要である。

歯髄疾患のステージ分類
　このような考えをもとに歯髄疾患
の進行度を五つのステージに分類し
た（図１）。
・ ステージ０：う蝕が進行していて

もその影響が歯髄にはなく正常な
歯髄の状態である。

・ ステージ１：う蝕が象牙質に進行
し、それにより冷水痛などの一時
的な反応を示し始め、組織学的に
は歯髄充血状態にある。

・ ステージ２：う蝕などの感染源が
歯髄の髄角部に及び始め、冷水痛
や自発痛も強くなり、組織学的に
は一部性の歯髄炎状態にある。

・ ステージ３：壊死部が歯冠部歯髄
に及び、冷水痛や自発痛も強く、
打診痛も示し、組織学的には歯冠
部歯髄に炎症が波及している状態
である。

・ ステージ４：歯髄壊死が歯冠部か
ら歯根部にまで波及し冷水痛・自
発痛また打診痛にも強く反応し始
めて、組織学的には歯根部歯髄に
も炎症が波及している。

・ ステージ５：壊死が根尖部まで及
び、臨床症状は弱くなり、組織学
的には全部壊死状態にある。

　このように歯髄の壊死がどの部位
まで進行しているかをステージで示
すことができれば、そのステージご
とに対応する治療法も示すことがで
きる（図２）。
・ ステージ０：感染源除去後に接着

性の修復治療
・ ステージ１：感染源除去後に接着

性の修復あるいは間接覆髄処置
・ ステージ２：髄角部の直接覆髄処

置
・ ステージ３：根管口部の断髄処置
・ ステージ４：根管内の断髄処置ま

たは抜髄処置
・ステージ５：感染根管処置
　このようにステージ診断に対応し
た治療方法を示すことが可能とな
り、診断と治療方針の一致の観点か
らも望まれる分類であるといえる。

感染源除去と歯髄保存の基本手技
　さらに今回う蝕による感染源をど
こまで、どのような器具・機材で除
去すべきかを示した。例えば、手用
の切れるエキスカベーターを用いて
う蝕を除去することにより細菌が多
く含まれる軟化象牙質は除去でき
る。また、回転切削器具例えばマニ
ー社のMIステンレスバーやMIステ
ンレスハードバーを用いることによ
り効率よく軟化した象牙質だけを除
去できることがデータより示されて
いる。さらに実際にう蝕検知液で染
色される軟化象牙質をこのような器
具・機材で切削した削片の中に細菌
がどれだけ含まれているかを位相差
顕微鏡を用いて調べた結果も動画を
用いて供覧した。
　このような歯髄保存の基本的な考
え方に基づいてステージ１から５ま

での臨床症例を紹介したが、基本的
な手技は三つに分けられる。まず始
めに最小限のアクセスオープニング
を行いう蝕が歯の側面：歯頚部に近
い場合にはう窩の外周だけの軟化象
牙質を十分除去しコンポジットレジ
ンを用いて隔壁処置を行う。この処
置を行うことにより、MTAセメント
の充填が容易になり、たとえ露髄し
たとしても感染のコントロールがし
やすくなり、術後のマイクロリーケ
ージの予防にもなる。
　次に歯髄に近い部位の軟化象牙質
の除去にはマニー社のMIステンレ
スバーを用いて大まかに軟化象牙質
を除去しさらに歯髄に近い部位は手
用のOKゴールドエキスカを用いて
丁寧に残存する軟化象牙質を除去す
る。完全に除去できれば、MTAセメ
ントを間接覆髄として用いて充填処
置、もし痛みがあり残存している軟
化象牙質が全部除去できていない場
合には可及的に除去後、同様の処置
を行い、約３カ月以降経過後に再度
残存する軟化象牙質を除去する。軟
化象牙質の除去時に露髄する場合で

図２ 歯髄疾患の進行度によるステージ分類

Stage０

健全歯髄

接着CR

Stage２

髄角部歯髄壊死

直接覆髄

Stage４

歯根上部歯髄壊死

抜髄

Stage１

髄角部歯髄炎

間接覆髄

Stage３

歯冠部歯髄壊死

断髄

Stage５

全部壊死

感染根管治療

あっても周囲の軟化象牙質を十分に
除去し止血するまで待ち、MTAセメ
ントを充填する。
　最後にMTAセメントが初期硬化
した後にボンディング処置を行い、
コンポジットレジン充填処置を行う
のが理想である。

ステージ分類の意義
　今回、歯髄保存の診断基準として
ステージ分類を提唱し、それに基づ
いた症例を多数紹介したが、これら
の症例のほとんどが従来の基準であ
れば不可逆性歯髄炎と診断されてい
たと思われるが、そのほとんどが歯
髄の保存が可能であった。
　歯髄保存で最も大切なことは生き
ている歯髄を可及的に残すことであ
り、これにより歯を長期間口腔内に
機能させることが可能となる。その
ために歯髄疾患のステージ分類は有
用であると考える。
（2025年11月９日、歯科定例研究会
より）

図１　歯髄疾患のステージ分類と臨床症状

*根尖性歯周炎としての自発痛は＋/±の可能性あり

症状症状　　
StageStage Stage０ Stage１ Stage２ Stage３ Stage４ Stage５

冷水痛冷水痛 － ±/＋ ±/＋ －/± －/± －

温水痛温水痛 － －/± ±/＋ ±/＋ －/± －

自発痛自発痛 － －/± ±/＋ ±/＋ ±/＋ －
（±/＋）*

打診痛打診痛 － － － －/± ±/＋ ±/＋

根尖病変根尖病変 － － － －/± －/±/＋ －/±/＋

勤務医のための開業実現セミナー 歯科施設基準研究会 ６月改定準拠！

理想の歯科医療を実現する新規開業 「歯初診」「外安全」「外感染」

お申し込み・問い合わせは、☎078－393－1809まで お申し込み・問い合わせは、☎078－393－1809まで

日　時　６月７日（日）10時～12時
会　場　協会会議室　
講　師　①もん歯科・こども矯正歯科クリニック（川西市）　門中　貴義先生
　　　　「私の開業体験　開業医の診療と経営の実際」
　　　　②エニータイム ヘルスケア コンサルティング（株）　細羽　雄太氏
　　　　「開業コンセプトの策定と開業地選定のポイント」
参加費　会員お一人2,000円　会員外一人6,000円
　　　　※当日入会の場合は2,000円

日　時　７月12日（日）10時～12時30分
会　場　県農業会館 11階大ホール
講　師　兵庫医科大学医学部歯科口腔外科学講座教授　野口　一馬先生
定　員　200人
参加費　1,000円(受講証当日発行)
対　象　歯科医師、歯科会員医療機関の歯科助手・歯科衛生士
　　　　※ 「歯初診」は４年以内の受講が必要！ご確認を！
　　　　　研修要件に追加された『抗菌薬適正使用』も解説します！
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兵庫県保険医協会

これからの研究会・行事のご案内これからの研究会・行事のご案内

歯科定例研究会
テーマ  安定してリンゴ丸かじりの連続咀嚼ができ

る全部床義歯
日 時  7月26日（日） 午後2時～
会 場   兵庫県保険医協会5階会議室
講 師   千葉県・ぐみょう今井歯科医院理事長 

今井 守夫先生

歯科の行事

今後の研究会・行事予定

第634回診療内容向上研究会

肺炎DxEx
日 時  6月13日（土）　午後5時～
会 場  兵庫県保険医協会5階会議室
講 師   明石医療センター 総合内科 主任部長 石丸 直人先生

※ 講師来場でのご講演です。
来場定員   50人

※  現地参加は必ず事前にお申し込みください。
お申し込み後のキャンセルも、ご連絡をお願いいたします。

肺炎はよくみる感染症ですが、原因微生物や重症度も様々である一
方、時に診断が難しく、診断の遅れが生命予後を規定する疾患です。
病因の疫学や診断モダリティ、治療選択肢も変わる中、常にアップデ
ートが必要とされます。マルチモビディティやポリファーマシーを背
景に、多職種連携で取り組む必要のあるケースも増えてきています。
診療の標準化が求められる中、画一な診療では対応できない症例も
多くあり、不確実な状況で判断を強いられることもあります。感染症
領域でも、診療プロセス自体を組織的かつ多職種で支援することによ
り、診療の質を向上する枠組みとして、診断・診療エクセレンスが国
際的にも提唱されています。
本講演では、肺炎の診断・診療エクセレンスについて解説し、現場で
生かせるポイントを共有します。 【石丸 記】

申し込み 右のURLまたは二次元コードからお申し込みください。
案内メールが送付されます。

https://x.gd/22XN9 078-393-1820FAX

来場参加Zoom視聴のお申し込み

6
月
の
診
内
研

テーマ  日常診療でよくみる“ちょっと見”不明熱（仮）
日 時  7月11日（土） 午後5時～
会 場 兵庫県保険医協会5階会議室（オンライン併用）
講 師   豊田地域医療センター総合診療科教育顧問 

野口 善令先生

「第635回」
診療内容向上研究会

「加古川・高砂支部」職員接遇研修会
テーマ  信頼関係を築くみんなのコーチング
日 時   6月6日（土） 午後3時～

医院経営研究会　「第462回」
テーマ 資産形成と税金（仮）
日 時   7月25日（土） 午後2時30分～
会 場   兵庫県保険医協会6階会議室（オンライン併用）

政策研究会
テーマ  格差社会への処方箋－あるべき社会保障制

度の形とは－（仮）
日 時   7月11日（土） 午後4時～
会 場   兵庫県保険医協会5階会議室（オンライン併用）
講 師   神戸大学国際人間科学部准教授 井口 克郎先生

講 師   協会税務講師団 大垣 恵美税理士
参加費   3,000円（医経研会員は無料）

会 場   加古川市民会館小会議室
講 師   マネジメントコンサルタント 松田 幸子氏

「姫路・西播支部」接遇研修会
テーマ  ワンランク上の接遇ークレーム応対を深める―
日 時   6月13日（土） 午後2時30分～
会 場   じばさんびる601
講 師   マネジメントコンサルタント 松田 幸子氏
定 員   60人　　参加費   1,000円

無 料

「神戸支部」研究会
テーマ  糖尿病治療のTopics－かかりつけ医の立場から－
日 時   6月6日（土） 午後5時～
会 場   兵庫県保険医協会5階会議室
講 師   灘区・ごとう糖尿病内科クリニック 後藤 美菜子先生
※日糖協糖尿病認定医・日糖協登録歯科医のための講習会登録 受講証発行

「西宮・芦屋支部」医師・歯科医師・メディカルスタッフのための英語で診療
テーマ  Medical English #62 PET Bottle 

Syndrome－ペットボトル症候群－
日 時   6月5日（金） 午後2時～
会 場   西宮医療会館1階会議室
講 師   Mr.Robert Conroy
司 会   西宮市・半田医院 半田 伸夫先生
アドバイザー   西宮市・林医院 林 功先生

県下各地の行事

「淡路支部」ミニ勉強会
日 時   6月9日（火） 午後8時～
会 場（リモートミーティング）
講 師 洲本市 高田 裕先生

「西宮・芦屋支部」第２回医療活動続けたい勉強会
テーマ  「医療DX時代の診療所経営“やってられな

い”現場負担を、どう整理し、どう備えるか」
日 時   6月20日（土） 午後3時～
会 場  西宮市立勤労会館第9会議室
講 師   株式会社ジェイ・メディック代表 酒井 陽一郎氏

「尼崎支部」第108回医療と福祉を考える会
テーマ  使える制度を見逃していませんか？「特別

障がい者手当」の活用を医学・医療と障害・
地域福祉

日 時   6月20日（土） 午後2時～
会 場  尼崎市商工会議所601号室
講 師   神戸女子大学客員教授 兵庫県高齢者生協理事長 阿江 善春先生
座 長   尼崎市・わたや整形外科院長 綿谷 茂樹先生

その他 研究会・セミナー
薬科部　研究会
テーマ Metforminを深堀りする
日 時  7月4日（土） 午後4時～
会 場 兵庫県保険医協会6階会議室（オンライン併用）
講 師   神戸大学医学部 地域社会医学健康科学講座特命教授

坂口 一彦先生
参加費   1,000円（会員無料）

初級歯科助手講座
日 時  6月28日（日）　午前10時～午後4時
会 場  兵庫県保険医協会 5階会議室
内 容   「歯と口腔の基礎知識・診療の流れ」「保険診療のしくみ、受付業務」
「歯科外来における院内感染対策に係る標準予防策及び新興感
染症対策」⇒「歯初診」「外感染１」研修対応
「患者接遇とコミュニケーション」

定 員  80人
参加費   6,000円（テキスト「デンタルスタッフのための歯科保険診療ハンドブック」・

「修了証書」・弁当・お茶代等含む）

歯科部会

078-393-1809 078-393-1802FAX☎お申し込み・　
お問い合わせは

インプラント治療におけるメインテナンス
あなたの医院にインプラント患者さんが来たらどうしますか？
日 時  6月7日（日）　午後2時～5時
会 場  兵庫県保険医協会 会議室
講 師 サンスター財団附属千里歯科診療所 所長 鈴木 秀典先生

歯科定例研究会

078-393-1809 078-393-1802FAX☎お申し込み・　
お問い合わせは

無 料

会 員

本講演では、インプラント周囲炎の発症リスクを軽減するためのメ
インテナンスについて、これまでに得られてきた知見を整理し、臨
床で活かせる形で共有いたします。また、他院でインプラント治療
を受けた患者さんにどのように対応すべきかについても、皆さんと
ともに議論できればと考えております。 【鈴木 記】
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